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【問合せ先】各清掃センター

衛生組合では、皆様の利便性の向上のため、各清掃センター窓口での搬入手数

料などのお支払いに、PayPay によるキャッシュレス決済を導入しました。現金を

取り出す必要がなく、手軽にお支払いが可能になりますので、ぜひご利用ください。

①現金を取り出す必要がなく、手軽にお支払いできます。

②非接触型の支払い方法なので安心してお支払いいただけます。

③決済手数料はかかりません。

ご利用の流れ

利用方法【Q Rコード決済】

１．�ご自身のスマートフォンでPayPay株式会社のスマホ決済アプリ「PayPay」を

起動させます。

２．職員が提示するQRコードを読み込みます。

３．必要な金額を入力（職員も入力画面を確認）して支払います。

４．支払の完了画面を職員が確認します。

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

注意事項
・事前にご自身のスマートフォンへ「PayPay」アプリのダウンロードが必要です。

（アプリのダウンロード方法はPayPayのホームページをご確認ください。）

・現金との併用はできません。

・し尿処理手数料のお支払いには対応していません。

清掃センターの搬入手数料などのお支払いに
PayPay が利用可能になりました	

PayPay（キャッシュレス決済）のメリット



ご存じですか？資源物の店頭回収

①自分の都合にあわせて出すことができます

　スーパーなどの店頭回収は、営業時間内であれば、衛生組合の回収日以外の日に出すこともできま

す。お買い物やお出かけの際は回収ボックスに立ち寄るようにしましょう。

【問合せ先】業務課減量推進係

スーパーなどが実施している店頭回収は、回収ボックスを設置して様々な種類の資源物の回収を行ってい

ます。お買い物やお出かけの際には、店舗などに資源物を持参して、効率的でより品質の高いリサイクルの

取組にご協力をお願いします。

なお、店頭回収を利用するときは、“簡単に水洗いする”、“家庭ごみは持ち込まない”など、設置店舗のルー

ルを必ず守ってください。

店頭回収のメリット

②循環型社会づくりに貢献できます

　店頭回収を利用することで、資源がリサイクルされる循環型社会づくりに貢献することができます。

③ポイントが付きます（※一部の店舗のみ実施）

　持込み量に応じてお買い物等に利用できるポイントが付きます。

　上手に店頭回収を利用しましょう。詳細はご利用される各店舗に直接お問い合わせください。

店頭回収実施店舗一覧

地　区　名 店　舗　名

主な回収品目
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久喜地区

イトーヨーカドー久喜店 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

グリーンパンダ久喜店（サン商事） ○ ○ ○

コープみらい久喜東店 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

マルエツ久喜店 ○ ○ ○ ○ ○

菖蒲地区 ヨークマートモラージュ菖蒲 ○ ○ ○

栗橋地区 ベイシア栗橋店 ○ ○ ○ ○ ○

鷲宮地区

イトーヨーカドーアリオ鷲宮店 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

カスミ鷲宮店 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ベルクベスタ東鷲宮店 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮代町 カスミフードスクエア宮代店 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※一覧の店舗は、令和２年度に実施したアンケートで回答いただいた店舗を掲載しています。

　この他にも店頭回収している店舗はありますので、ご利用ください。

店頭回収実施店舗一覧は衛生組合ホームページにも掲載しています。一覧に掲載を希望される

事業者の方は久喜宮代清掃センター業務課減量推進係までご連絡ください。

事業者の

皆様へ
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ごみの出し方についてのお願い

　　　　 プラスチックの注ぎ口がついた
　　　飲料用紙パックの出し方が変わります

　以前はプラスチック製の「キャップ」や「注ぎ口」を切り

取っていただきましたが、令和３年10月から「キャップ」だ

け取り除いていただければ「注ぎ口」はそのままでも出せるこ

とになります。

※�プラスチックのキャップは「資源プラスチック類／プラスチック製

容器包装」として出してください。

刃物や割れたガラス等は新聞紙等で
包んでください

　包丁や割れたガラス等のごみは、新聞紙等

で包み「刃物」「割れたガラス」などとマ

ジック等で大きく書いたうえで、「燃やせな

いごみ」に出してください。

液体塗料は布や紙に染み込ませてください

　日曜大工などで利用して余ってしまったペンキ等の塗料

は、布や紙に染み込ませるか、ホームセンターなどで市販さ

れている凝固剤を利用して固化後、「燃やせるごみ」に出し

てください。凝固剤の容器が段ボール製の場合は、資源ごみ

との区別がつくように指定袋の外側に、「ペンキ等を固めた

もの」と、大きく張り紙をしてください。

　また、容器は塗料が残らないよう、布や紙などで拭き取っ

て出してください。

余った塗料は布や紙に染み込

ませて「燃やせるごみ」に

品名を書いた新聞紙等で

包んでから出す

包む 包む

「キャップ」ははずして、

「注ぎ口」はそのままで

プラスチックの汚れは落としてください

　分別したプラスチックの一部は、様々な製品の材料、新たな

資源として再利用されます。プラスチックに食べ物や汁などの

汚れが付いていると、そのプラスチックは材料として使えなく

なってしまいます。特に、液体状の汚れは収集車の中で周りに

広がり、周囲のプラスチックまで汚してしまいます。プラス

チックを出す際には、必ず汚れを落として出してください。

　また、汚れの落としづらい納豆の容器やチューブは「燃やせ

るごみ」として収集しています。 燃やせるごみ

納豆の容器や汚れの落ちないチューブは

「燃やせるごみ」に

汚れたものは汚れをとって

食べかすは燃やせるごみに

【問合せ先】各清掃センター

食料品のびんや缶の中身は出してください

　賞味期限を過ぎてしまった食料品のびんや缶を未開封のま

ま出されていることがあります。中身が入ったままでは、リ

サイクルに支障が生じるだけでなく、中身を出す作業も必要

となり、ごみを処理するための作業効率が低下してしまいま

す。食料品のびんや缶は、未開封のまま捨てず、中身は「燃

やせるごみ」として出してください。

　また、中身を空けたびんや缶は、軽くすすい

できれいにしてから出してください。

水槽は「燃やせないごみ」です

�ガラス製・アクリル製どちらも「燃やせない

ごみ」に出してください。なお、指定袋に入

らないものは「粗大ごみ」となります。

中身は空にして軽くすすぐ

刃物
割れたガラス
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【問合せ先】業務課減量推進係

▲一般廃棄物収集運搬業

許可地域　久喜地区・宮代町

広告 広告

▲一般廃棄物収集運搬業・浄化槽清掃業

許可地域　久喜地区・宮代町

～学校・ボランティア団体等でもご利用いただけます～

　ご家庭の庭木剪定で発生する枝葉を、剪定枝粉砕機で処理することにより、たい肥にしたり、樹木根元の

雑草防止・土の乾燥予防等、広範な用途に利用できます。また、これまで焼却処理されていたごみが減少す

ることにより、地球温暖化防止にもつながります。ぜひご利用ください。

衛生組合では、現在、久喜市および宮代町内に在住の 642 名※の

方を廃棄物減量等推進員として、委嘱を行っています。

「廃棄物減量等推進員」の皆さんは、衛生組合と連携を取りながら、

地域に密着し、ごみの減量化・資源化を推進している地域のリーダー

です。主に地域の集積所のごみ出しの状況を見回って、ごみ当番の

方などと連携して分別や集積所の清潔保持といった活動を行ってい

ます。推進員から声をかけられたときは、ご協力をお願いします。

※令和３年３月 31 日時点

家庭用剪定枝粉砕機の無料貸出について

廃棄物減量等推進員の活動にご協力ください

ごみの減量・
資源化に
ご協力を

お願いします。

貸出対象者� �久喜市及び宮代町にお住まいの一般家庭の方、衛生組合管内を本拠として活動する営利を目的としない

団体、衛生組合管内に所在する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、その他衛生組合が適当と

認める方

貸 出 条 件� �粉砕・チップ化したものは、たい肥などとして利用いただき、ごみとして集積所などに出さないでくだ

さい。

貸 出 期 間� 貸出日及び返却日を含めて連続した８日以内

申 込 方 法� 最寄りの清掃センターへ電話または窓口にて予約してください。

� 久喜宮代清掃センター（電話0480-34-2042）、菖蒲清掃センター（電話0480-85-7027）

� 八甫清掃センター　　（電話0480-58-1309）

貸 出 方 法� 利用者が、予約時にご案内した清掃センターまで引き取りに来て、運搬してください。

返 却 方 法� �利用者が、返却日に貸出しを行った清掃センターまで粉砕機を運搬し、職員に引き渡してください。ま

た、その際に剪定枝粉砕機使用実績報告書を提出していただきます。

遵 守 事 項� �又貸しや営利目的の利用はしないでください。また、粉砕機の利用方法に起因する損害の責任は、当該

利用者が負うことになります。

－ＤＡＴＡ－
　●重　　さ：25kg

　●大 き さ：長さ�約 60cm　　幅��約 50cm

　　　　　　　高さ�約 90cm

　●電　　源：家庭用電源 100Ｖ

　●粉砕能力：枝の直径最大

　　　　　　　25ｍｍから 35ｍｍまで
作業の様子
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■貸出手順

ご活用ください！家庭用生ごみ処理容器等購入費補助制度

・久喜市又は宮代町に住所のある方
・処理機の設置場所を屋内に確保できる方
・処理機を適正に維持管理できる方
・アンケート調査に協力できる方
・貸出期間は原則 15 日以内
　（1 世帯につき１基、１回限り）

共栄衛生有限会社
本　　　社　埼玉県春日部市豊野町3-5-1
  　　　　　TEL　048-735-0015
  　　　　　FAX　048-734-3102
宮代営業所　埼玉県宮代町和戸1445-1

  　　　　　TEL・FAX（兼用）　
0480-32-5605

広告

▲浄化槽清掃業　許可地域　久喜地区・宮代町

広告

　衛生組合では、循環型社会づくりの実現、SDGsに取り組む皆さんを応援するため、生ごみ処理容器等の補

助制度を実施しています。

コンポスト EM処理容器 電気式生ごみ処理機

主
な
特
徴

ごみを土中の微生物の
働きによって分解する。

生ごみを嫌気性の有用微
生物群（EM）の働きに
よって発酵させる。

生ごみを熱風で乾燥させる�。
（例：乾燥式）

補助の基数（世帯当たり） ５年間でそれぞれ２基まで ５年間で１基まで

補助の金額（１基当たり） 購入費（税込）の1/2（100円未満切り捨て）

上　限　額（１基当たり） 2,500円まで 1,500円まで 30,000円まで

◆対象者（以下のすべて要件に該当している方）

　　①久喜市又は宮代町に住所のある方

　　②自ら生ごみ処理容器等を設置し、適切に管理できる方

◆対象となる機器（未使用のものに限る）

　　①コンポスト　　②ＥＭ処理容器（ＥＭ発酵剤２袋も含む）　③電気式生ごみ処理機

　　※�本体購入価格以外の経費（送料、保証料、工事費等）や店舗によるポイント値引き分は、補助の対象外です。ＥＭ発酵

剤のみを購入する場合も、補助の対象外です。

◆申請書類

　申請に必要な書類は次のとおりです。機器の購入後、指定の期間に書類を久喜宮代清掃センター業務課減量推進係に持参

又は郵送してください。

　　①申請書　②領収書の写し（レシートも可）　③設置写真

　　※申請書は衛生組合で配布している他、衛生組合ホームページからもダウンロードできます。

◆申請受付期間　＊申請は、令和３年４月１日～令和４年３月31日購入分に限ります。

　　第１期　６月20日から同月30日まで（終了しました）　第２期　９月20日から同月30日まで

　　第３期　１月20日から同月31日まで　　　　　　　　　第４期　３月20日から同月31日まで

　　※窓口の受付は申請期間中の平日のみです。

電気式生ごみ処理機の無料貸出も行っています（予約制）

　購入前に生ごみ処理機の効果を体験してみたいという方に、電気式生ごみ処理機の無料貸出を実施してい

ます。関心をお持ちの方は、ぜひご利用ください。

■貸出条件

①予 約 受 付 各清掃センターへ電話し、予約をしてください。
②申請及び貸出  貸出開始日に、本人確認書類（運転免許証・健

康保険証など）をご持参のうえ、各清掃センター
窓口に申請してください。その場で処理機をお
渡しします。

③返 却 期間内に各清掃センターへ返却してください。
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マイバッグやマイボトルを使っていますか？

下記店舗での粗大ごみ処理券の取扱いを開始しましたので、お知らせします。

店　舗　名 住　所 定休 電話番号

南彩農業協同組合�久喜営農経済センター 久喜市下清久 61 土・日・祝 0480-25-1515

粗大ごみ処理券取扱店について

【問合せ先】業務課収集料金係

【問合せ先】業務課減量推進係

組合議会情報

【問合せ先】議会事務局（総務課庶務係）

衛生組合議会は、久喜宮代清掃センターで行

います。ぜひ傍聴にお越しください。

衛生組合議会に提出された議案や会議録は、衛生組合ホームページ

にてご覧いただけます。

●議会を傍聴してみませんか ●議案書等の資料はホームページをご利用ください

会議名 開始予定日時（午前 9 時開始） 概　要

令和３年 10月定例会
令和３年 10月 29 日（金）
令和３年 11月 24 日（水）

本会議（議案上程、一般質問）
本会議（議案質疑、討論・採決）

　昨年７月のレジ袋有料化により、多くの方がマイバッグを利用するようになり

ました。また、マイボトルを持ち歩く方もよく見かけます。レジ袋やペットボト

ルなど、使い捨てのプラスチック製品を減らすことは、ごみの減量だけでなく、

マイクロプラスチック問題（※１）の解決や、SDGs（※２）の達成にもつなが

ります。

※１　マイクロプラスチック問題

　�　微細なプラスチックごみ（５㎜以下）が引き起こす環境問題のこと。海に流れ込んで生物が誤って飲み込

んでしまうなど、生態系に及ぼす影響が懸念される。

※２　SDGｓ（エスディージーズ）

　�　経済・社会・環境のバランスが取れた社会を目指す世界共通の目標として国連で採択された。ごみの減量

は目標 12「つくる責任�つかう責任」、マイクロプラスチック問題は目標 14「海の豊かさを守ろう」に関連する。

有料広告を募集します

　令和４年３月に発行予定の「家庭ごみ・資源物収集カレンダー」に掲載する有料広告を募集します。広告

の掲載を希望される方は、申込受付期間中に久喜宮代清掃センター業務課減量推進係まで申請してください。

　なお、広告の規格、掲載料及び掲載基準等は衛生組合ホームページに掲載していますので、申請前に必ず

ご確認ください。

●広告掲載物� 家庭ごみ・資源物収集カレンダー令和４年度版（令和４年 3月発行予定部数 102,100 部）

●申込受付期間� 令和３年９月１日～９月 30日（土・日・祝日は除く）

●提 出 書 類�・久喜宮代衛生組合有料広告申込書（久喜宮代清掃センターで配付する他、衛生組合ホーム

ページからもダウンロードできます）　

� ・�事業所のある市町村における市町村民税（法人の場合は法人市町村民税）に関する納税証明書

� ・�掲載しようとする広告の原稿

【問合せ先】業務課減量推進係
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★久喜宮代衛生組合（久喜宮代清掃センター）

★菖蒲清掃センター　〒 346-0103 久喜市菖蒲町台 2770-1　　  0480-85-7027
★八甫清掃センター　〒 340-0201 久喜市八甫 2525　　　　　  0480-58-1309
★粗大ごみ予約センター　　  0480-31-8286

お間違いのないようにご注意ください

【ホームページアドレス】http://www.crt-kuki.miyashiro.saitama.jp/  【Ｅメールアドレス】mail@crt-kuki.miyashiro.saitama.jp

【インターネット予約】（受付 24時間対応）　http://www.crt-kuki .miyashiro.saitama.jp/atsume/sodaiyoyaku.html

〒 345-0836　宮代町大字和戸 1276-1

清掃センター業務時間（午前８時 30分から午後５時 15分）

月曜日から金曜日、祝日、毎月第３日曜日（５月を除く）※ただし、祝日が土日にあたった場合を除く。

※�各センターへのごみの直接搬入については、受付できない曜日、時間帯がありますので、詳しくは衛生組合ホームペー

ジ又は家庭ごみ・資源物収集カレンダーをご覧ください。

令和３年９月１日発行　　 発行   久喜宮代衛生組合　　 編集   業務課

 0480-34-2042　  0480-32-5361
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●�右のキリトリ線で切り取っていただき、裏面の「持去禁止」

と印刷された面を束ねた新聞などの上に置き、一緒にひもで

しばってください。

●�新聞折込みチラシの裏に「持去禁止」と

マジック書きしたものでも、同様の効果

があります。

●�枚数が足りないときは、コピーをして使用してください。ま

た、衛生組合ホームページ（広報紙「衛生組合だより」のペー

ジ）からも印刷できます。

　各清掃センターでも配布しています。
※検索サイトをご利用の場合は“久喜宮代衛生組合　衛生組合だより”と入力してください。

持去禁止チラシの使い方

げんりょうくん

新聞などの
「資源の持ち去り」は
許さないゾ！

【問合せ先】各清掃センター
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